
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

未
曽
有
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
森
林
・
林
業
・
木
材
産
業
に
お
い
て
も
例
の
な
い
甚
大
な
被
害
を
受
け
て
い
る
。
一
日

も
早
い
復
興
の
た
め
に
全
力
を
尽
く
す
べ
き
で
あ
る
。

加
え
て
、
木
材
価
格
の
低
迷
に
よ
る
経
営
意
欲
の
低
下
や
不
在
村
森
林
所
有
者
の
増
加
な
ど
を
背
景
と
し
て
、
適
正
な
森
林

施
業
が
行
わ
れ
て
い
な
い
森
林
が
増
加
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
林
業
を
地
域
産
業
と
し
て
再
生
し
て
い
く
と
と
も
に
、
適
正
な
森
林
施
業
の
確
保
と
持
続
的
な
森
林
経
営

の
確
立
を
図
る
こ
と
が
、
森
林
の
有
す
る
多
面
的
機
能
を
十
分
発
揮
さ
せ
、
木
材
自
給
率
の
向
上
を
目
指
す
上
で
も
極
め
て
重

要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一

被
災
地
に
お
け
る
木
材
産
業
・
治
山
施
設
・
海
岸
林
な
ど
の
復
旧
に
向
け
、
特
別
な
財
政
上
の
措
置
を
含
め
迅
速
か
つ
万

全
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

二

林
産
物
の
流
通
・
消
費
に
無
用
の
混
乱
が
生
じ
な
い
よ
う
適
切
な
対
応
に
努
め
る
こ
と
。

三

行
政
に
よ
る
立
入
調
査
の
主
体
の
拡
大
や
土
地
の
使
用
権
の
設
定
に
関
す
る
協
議
の
認
可
等
、
本
法
改
正
の
趣
旨
を
十
分



に
踏
ま
え
、
震
災
の
復
旧
に
努
め
る
こ
と
。

四

保
安
林
等
の
機
能
を
保
全
す
る
た
め
、
地
方
公
共
団
体
が
森
林
所
有
者
等
に
関
す
る
情
報
を
円
滑
に
把
握
・
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
、
関
係
省
庁
は
連
携
し
て
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
。

五

無
届
伐
採
に
対
す
る
中
止
・
造
林
命
令
や
所
有
者
不
明
森
林
に
お
け
る
路
網
整
備
・
間
伐
等
の
施
業
代
行
の
制
度
を
活
用

し
適
正
な
森
林
施
業
が
行
わ
れ
る
よ
う
、
当
該
制
度
の
趣
旨
及
び
手
続
に
つ
い
て
地
方
公
共
団
体
を
含
め
て
現
場
に
十
分
浸

透
さ
せ
る
こ
と
。
ま
た
、
制
度
の
適
切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。

六

木
材
自
給
率
五
十
％
以
上
の
目
標
達
成
に
向
け
、
路
網
整
備
や
造
林
・
間
伐
等
の
促
進
、
森
林
施
業
の
集
約
化
、
木
材
の

安
定
供
給
や
利
用
拡
大
等
の
施
策
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
森
林
・
林
業
基
本
計
画
及
び
全
国
森
林
計
画
を
見
直
す
こ
と
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
推
進
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

七

森
林
・
林
業
の
再
生
を
通
じ
た
山
村
振
興
や
地
域
経
済
の
活
性
化
を
推
進
す
る
た
め
、
森
林
組
合
を
は
じ
め
、
地
域
の
林

業
事
業
体
や
林
業
の
担
い
手
を
将
来
に
わ
た
っ
て
確
保
で
き
る
よ
う
人
材
の
育
成
に
努
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
国
有
林
の
組

織
や
技
術
、
フ
ィ
ー
ル
ド
の
活
用
に
よ
り
、
民
有
林
へ
の
指
導
・
サ
ポ
ー
ト
や
連
携
等
に
よ
る
地
域
貢
献
が
で
き
る
よ
う
、

国
有
林
野
事
業
及
び
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
一
般
会
計
へ
の
移
行
も
含
め
検
討
す
る
こ
と
。



八

地
球
温
暖
化
防
止
の
た
め
の
森
林
吸
収
源
対
策
、
木
材
や
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
の
利
用
拡
大
を
着
実
に
推
進
す
る
た
め
、
環

境
税
の
使
途
に
こ
れ
ら
の
対
策
を
明
確
に
位
置
付
け
、
必
要
な
安
定
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
。

九

施
業
集
約
化
に
よ
る
林
業
経
営
の
継
続
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
平
成
二
十
三
年
度
税
制
改
正
大
綱
及
び
本
法
改
正
の
趣

旨
を
踏
ま
え
、
平
成
二
十
四
年
度
税
制
に
お
い
て
山
林
相
続
税
・
贈
与
税
の
納
税
猶
予
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


